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１．はじめに 

１－１ 都市計画マスタープランとは 

都 市 計 画 は ､人 々 の く ら し の 根 底 を な す 都 市 の あ り 方 に 関 す る こ と が ら で あ

る こ と か ら ､住 民 の 意 向 を 十 分 に 踏 ま え る と と も に ､長 期 的 な 見 通 し を 持 っ て 定

め る 必 要 が あ り ま す 。ま た ､個 々 の 都 市 計 画 決 定 に あ た っ て も 、将 来 の め ざ す べ

き 都 市 像 を 見 据 え た 総 合 的 な 視 点 が 求 め ら れ ま す 。そ の た め ､こ れ ら の 視 点 を ふ

ま え た 都 市 計 画 の 基 本 的 な 方 針 を 定 め る こ と が 必 要 と な っ て き ま す 。  

都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン（ 以 下 、「 マ ス タ ー プ ラ ン 」）は ､市 民 の 意 見 を 反 映 さ

せ な が ら「 都 市 計 画 に 関 す る 基 本 的 な 方 針 」を 定 め る も の と 都 市 計 画 法 第 18 条

の ２ に 規 定 さ れ て お り 、従 来 の 広 域 的 ､基 礎 的 な 都 市 計 画 か ら 地 域 の 身 近 な 都 市

計 画 ま で 、 そ の 地 域 の 特 性 を い か し て 市 民 参 画 の も と で 、 わ か り や す く 「 ま ち

づ く り の 将 来 像 」 を 描 い た も の で す 。  

 

１－２ マスタープランの位置づけ  
都 市 計 画 に 関 す る 方 針 と し て は ､都 市 計 画 区 域 を 対 象 と し て 、都 市 計 画 法 第 ６

条 の ２ に 基 づ い て 京 都 府 が 定 め る「 都 市 計 画 区 域 の 整 備 、開 発 及 び 保 全 の 方 針 」、

い わ ゆ る 都 市 計 画 区 域 マ ス タ ー プ ラ ン が あ り ま す 。  

マ ス タ ー プ ラ ン は こ れ ら の 方 針 や 総 合 計 画 に 即 す と と も に ､関 連 分 野 の 諸 計

画 と 連 携 し な が ら ､都 市 計 画 の 基 本 と な る 土 地 利 用 や 都 市 施 設 ､都 市 景 観 形 成 ､

市 街 地 整 備 な ど に 係 る 方 針 を 明 ら か に す る も の で す 。  

 

１－３ 上位計画及び関連計画との関係図  
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１－４ 宇治市都市計画マスタープランの役割 

 

マ ス タ ー プ ラ ン は 、 本 市 の 都 市 づ く り を 進 め て い く に あ た っ て 都 市 計 画 の 骨

格 と な る 基 本 的 な 方 針 と し て 、 次 の 役 割 を 担 い ま す 。  

 

□実現すべき都市の将来像を明確にする 

市 民 の 合 意 に 基 づ く 都 市 計 画 を 進 め る た め 、 様 々 な 地 域 特 性 を 踏 ま え 市

民 の 意 見 を い か し な が ら 、 将 来 の ま ち の 姿 や 都 市 づ く り の 方 針 を 「 実 現 す

べ き 都 市 の 将 来 像 」 と し て 明 確 に し ま す 。  

 

□都市計画の決定･変更の指針となる 

マ ス タ ー プ ラ ン は 、 こ れ か ら の 都 市 づ く り の 様 々 な 都 市 計 画 の 基 礎 と な

り ま す 。 し た が っ て 、 土 地 利 用 や 道 路 、 上 下 水 道 、 公 園 な ど の 都 市 施 設 に

関 す る 都 市 計 画 が 決 定 ・ 変 更 さ れ る と き の 指 針 と な り ま す 。  

 

□都市づくりを進めるための指針となる 

マ ス タ ー プ ラ ン で 示 す 将 来 像 に 基 づ き 、 土 地 利 用 や 都 市 施 設 な ど に 係 る

各 種 都 市 計 画 の 整 合 性 を 図 る た め の 指 針 と な り ま す 。  

 

□市民と行政の協働を積極的に推進する 

市 民 と 行 政 の 協 働 を 積 極 的 に 推 進 す る た め 、 可 能 な 限 り 情 報 を 提 供 す る

と と も に 、 市 民 の ま ち づ く り 活 動 を 支 援 し ま す 。  
 

１－５ 宇治市都市計画マスタープラン策定の特徴  

宇 治 市 で は 2002（ 平 成 14）年 ６ 月 に マ ス タ ー プ ラ ン の 策 定 を 宇 治 市 都 市 計

画 審 議 会 に 諮 問 し ま し た 。審 議 会 は 宇 治 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 検 討 部 会（ 以

下 、「 検 討 部 会 」） を 設 置 さ れ 、 マ ス タ ー プ ラ ン を 検 討 す る こ と に な り ま し た 。   

検 討 部 会 は マ ス タ ー プ ラ ン を 策 定 す る う え で 、 積 極 的 に 市 民 か ら 意 見 を い た

だ き 、 宇 治 市 の 未 来 像 を と も に 描 き あ げ て い く た め に は そ の 計 画 の 過 程 を 可 能

な 限 り 透 明 に し 、情 報 を 公 開 す る こ と が 大 切 で あ る と 考 え ら れ ま し た 。そ の 際 、

検 討 部 会 、 市 民 及 び 行 政 が 計 画 の 素 材 を 提 供 し あ い 、 意 見 調 整 の た め の 知 恵 を

出 し あ う 場 づ く り が 不 可 欠 で あ る こ と か ら 、 公 募 方 式 に よ る 市 民 参 加 型 の ワ ー

ク シ ョ ッ プ な ど を 開 催 し ま し た 。 ま た 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ な ど に 直 接 参 加 で き な

い 市 民 の 方 に も 、 広 報 や メ ー ル な ど を 通 じ て ご 意 見 を い た だ き 、 で き る だ け 意

見 を 反 映 さ せ ま し た 。 こ の よ う に し て 策 定 し た の が 「 宇 治 市 都 市 計 画 マ ス タ ー

プ ラ ン 」 で す 。  
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１－６ マスタープラン策定の背景と目的 

 

宇 治 市 で は 、市 民 と 行 政 が 一 緒 に な っ て 宇 治 市 の 将 来 像 を 考 え な が ら 、都 市 づ

く り を 進 め て い く た め の 基 礎 と な る 都 市 計 画 関 連 分 野 の 具 体 的 な 方 針 を 定 め る

も の と し て 、「 宇 治 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 」を 2004（ 平 成 16）年 ３ 月 に 策

定 し ま し た 。 そ の 後 、 2011（ 平 成 23） 年 ４ 月 に 施 行 さ れ た 「 宇 治 市 第 5 次 総

合 計 画 」の 検 討 の 中 で 、少 子 高 齢 化 の 進 展 や 近 年 の 大 規 模 災 害 の 発 生 な ど 社 会 情

勢 の 変 化 を 踏 ま え 、マ ス タ ー プ ラ ン を 見 直 す 必 要 が あ る と 判 断 し 、2012（ 平 成

24） 年 10 月 に 改 訂 版 を 策 定 し ま し た 。 今 回 の 策 定 で は 人 口 減 少 社 会 に お け る

計 画 と 位 置 付 け 、成 長 型 社 会 か ら 成 熟 型 社 会（ 拡 大 か ら 質 向 上 ）を め ざ し 、都 市

づ く り の 基 本 理 念 の「 一 人 ひ と り が 輝 き  伝 統 と 新 た な 息 吹 を 紡 ぐ ま ち 」の 実 現

に 努 め て ま い り ま す 。 ま た 、 マ ス タ ー プ ラ ン と 第 6 次 総 合 計 画 と の 連 携 の 強 化

を 図 り 、実 効 性 を 高 め る と と も に 、そ の 役 割 を 明 確 に す る こ と に よ り 市 民 に 分 か

り や す く 伝 え ま す 。  

 

         総 合 計 画 と の 連 携  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 
１－７ 目標年次 

マ ス タ － プ ラ ン は 、概 ね 20 年 後 の 宇 治 市 を 展 望 す る た め 、目 標 年 次 を 、2042

（ 令 和 24） 年 と し ま す 。  

 

 

 

進捗管理と見直し 

社 会 情 勢 は 、 以 前 に も 増 し て 急 激 に 変 化 し 、 マ ス タ ー プ ラ ン 策 定 後 に 市 民 の

意 識 ・ 考 え 方 も 変 わ る 可 能 性 が あ り ま す 。 本 計 画 の 目 標 年 次 は 2042（ 令 和

24） 年 と し ま す が 、 今 後 の 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 に よ り 、 新 た な 課 題 や 市 民 ニ

ー ズ へ の 対 応 が 必 要 と な る こ と も 予 想 さ れ ま す 。 そ の よ う な 社 会 情 勢 の 変 化 に

対 応 で き る よ う に 、 随 時 見 直 し を 行 い ま す 。 ま た 、 総 合 計 画 の 改 定 に 反 映 で き

る よ う に 定 期 見 直 し を 行 い ま す 。     

 

土地利用イメージ 

マスタープラン

 

都市づくり 

基 本 構 想 ： 市 の 将 来 像 と 将 来 像 を 実 現 さ

せ る 方 向 性 を 示 す 普 遍 的 な も

の  

中 期 計 画 ： 基 本 構 想 を 実 現 す る た め に 行

う 中 短 期 間 の 目 標 や 取 組   

目標年次：2042(令和 24)年 

部門別計画：中 期 計 画 に 示 し た 取 組 や  

各 分 野 の 課 題 等 を よ り  

具 体 的 に 示 す も の   
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  ① 定期見直し 

総 合 計 画 の サ イ ク ル （ 12 年 ） に 合 わ せ 、 中 間 見 直 し や 全 体 見 直 し を 実 施 。  

  ② 随時見直し 

進 捗 管 理 と し て 行 う 総 合 計 画 の 総 括 ・ 検 証 の サ イ ク ル （ 中 期 計 画 の ４ 年 ） に

連 動 す る 形 で マ ス タ ー プ ラ ン を 検 証 し 、 必 要 に 応 じ 見 直 し を 実 施 。  

た だ し 、 土 地 利 用 の 見 直 し な ど の 方 針 転 換 時 は 上 記 サ イ ク ル に 関 わ ら ず 、 随

時 見 直 し を 検 討 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 次総合計画策定 
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１－８ 宇治市都市計画マスタープランの構成 

 マ ス タ ー プ ラ ン は 、 市 の 都 市 づ く り の 基 本 理 念 ・ 基 本 目 標 な ど の 宇 治 市 の あ る べ き

姿 を 示 し た「 全 体 構 想 」、全 体 構 想 を 踏 ま え 地 域 ご と の 課 題 や 地 域 レ ベ ル の ま ち づ く り

の 方 向 を 示 し た 「 地 域 別 構 想 」 に よ り 構 成 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

-全体構想- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-地域別構想- 

 

 

 

1 章        はじめに  

 

本 計 画 の 位 置 づ け 、 役 割 、 策 定 の 背 景 と 目 的 、 目 標 年 次 、 計 画 書 の 構 成 等

を 整 理 し て い ま す 。  

 

2 章    宇治市の現状と課題  

 

全 国 的 な 社 会 情 勢 の 変 化 や 関 連 計 画 等 を 踏 ま え 、 本 市 の 現 状 及 び 主 な 都 市

づ く り の 課 題 を 整 理 し て い ま す 。  

3 章      都市づくりの基本理念と基本目標 

 

都 市 づ く り の 基 本 理 念 、 こ れ か ら の 都 市 計 画 の 視 点 、 都 市 づ く り の 基 本 目

標 を 定 め た 上 で 、 そ れ を 実 現 す る 将 来 都 市 構 造 の 基 本 的 な 考 え 方 を 示 し て い

ま す 。  

4 章      部門別方針 

 

都 市 計 画 に 関 連 す る ７ つ の 部 門 別 の 基 本 的 方 針 を 示 し て い ま す 。  

土 地 利 用  交 通  公 園 ・ 緑 地  都 市 環 境  都 市 防 災   

都 市 景 観  他 の 公 共 施 設  

5 章      地域別構想 

 

市 内 を ７ 地 域 に 分 け 、 全 体 構 想 を 基 に 地 域 ご と の ま ち づ く り の 方 針 を 示 し

て い ま す 。  

六 地 蔵 地 域  黄 檗 地 域  宇 治 地 域  槇 島 地 域  小 倉 地 域  

大 久 保 地 域  山 間 地 域  
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— 全  体  構  想 — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



２．宇治市の現状と課題 

２－１ 地勢 

 東部山地は標高 400m ほどの山林で、市域の半分を占めています。中央部丘陵地は標高

100m ほどで東宇治地域山麓に広がっています。西部低地は標高 10m と低く、米作地帯の巨

椋池干拓田を含んで西に広がっています。河川は琵琶湖に源を持ち淀川水系に属する宇治川が

あり、市内の河川の流れを受け入れ桂川・木津川の合流点へと流下しています。 

 

■宇治市の地勢 東西方向断面図（国土地理院 GSI/Maps） 

 
                                                                A－A 

 
 
 
                                                                B－B 

 
 
 
                                                                C－C 

 
 
 
                                                                D－D 

 
 
 
■巨椋 IC 付近から南東方面の鳥瞰図 
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２－２ 人口 

（１）人口減少 

宇治市の人口は 2011（平成 23）年をピークに減少に転じており、人口の構成比について

は、65 歳以上の高齢者の比率は、上昇傾向の一途をたどり、2015（平成 27）年には 26.8％

まで高まっています。一方、生産活動の中心となる 15 歳から 64 歳までの生産年齢人口が減

少傾向にあり、地域経済の担い手の減少が懸念されます。 

■宇治市の人口予測    

 

 

 

■年齢４区分別人口推移       

 

 

 

 

 

 

 

                                           

166,302

150,786 

135,583

99,28690,000

110,000

130,000

150,000
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190,000

210,000

2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 2 0 2 0 2 5 2 0 3 0 2 0 3 5 2 0 4 0 2 0 4 5 2 0 5 0 2 0 5 5 2 0 6 0

第２期宇治市人口ビジョン（R2） 社人研推計準拠

（第２期宇治市人口ビジョン（R2）より）

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2040年 2042年 2050年 2060年

第２期宇治市人口ビジョン（R2） 189,609 184,678 183,546 180,837 176,917 167,893 166,302 159,938 150,786

社人研推計準拠 189,609 184,678 178,465 170,329 160,718 139,549 135,583 119,719 99,286

2042 年 

人 

年 

資料：第２期 宇治市人口ビジョン 

資料：国勢調査 

（社人研中位推計） 
（出生率上昇） 
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（２）産業別就業者数 

2015（平成 27）年の国勢調査による産業別就業者数は、81,764 人で、2010（平成 22）

年の国勢調査に比べると 2,920 人の減少となっています。 

 

■産業別就業者数   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※産業別就業者数は、分類不能の産業を含むため、産業別就業者数の内訳合計と一致しない。 

 

（３）通勤人口 

流出人口は、市内に居住する就業者のうち、市内で就業する人口は 40.2％となっており、過

半数は市外へと働きに出ています。流入人口は、市内で就業する者のうち、市内に居住する者は

52.9％で半数強が働く場に居住されています。流出人口の約 3 割が京都市であることから、京

都市のベッドタウンの要素は大きく、一方で市内の就業する者の 5 割強が市内に居住している

ことから、就業地と居住地の関係性は高いと言えます。 

 

■人口流動の状況 2015（平成 27）年   

  

 
 
 

 

 

 

 

※居業地が不詳のものを含むため合計値は一致しない 

  

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 

496 57420,332 19,292

55,538 55,354

8,319 6,545

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

２０１０年（平成２２年） ２０１５年（平成２７年）

分類不能

第３次産業

第２次産業

第１次産業

（人） （％） （人） （％）

81,764 100.0 62,183 100.0

32,890 40.2 32,890 52.9

43,499 53.2 23,292 37.5

34,576 42.3 18,611 29.9

第1位　京都市 23,404 28.6 第1位　京都市 9,666 15.5

第2位　久御山町 3,807 4.7 第2位　城陽市 3,970 6.4

第3位　城陽市 2,686 3.3 第3位　京田辺市 1,076 1.7

8,297 10.1 4,681 7.5

流入人口

宇治市で就業する者

宇治市に居住

他市区町村に居住

府    内

府    外

流出人口

府    外

府    内

他市区町村で従業

宇治市に居住する就業者

宇治市で従業
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（４）市内の事業所数と従業員者数の推移 

本市の事業所数、従業者数は 2014（平成 26）年に一時的に増加したものの、全体としては

医療・福祉の分野を除き減少傾向となっています。 

事業所数では 2016（平成 28）年と 2009（平成 21）年との比較で、大きく減少している

業種（卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業、建設業、製造業など）が多数みられ、全体で 841

（13.4％減）事業所が減少しています。 

特に事業所数及び従業者数の多い製造業や商業関係（卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス

業）での市内経済に与える影響が大きく出ています。 

 

■産業別事業所数    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：2012(平成 24)年調査については、農林漁業とサービス業の一部が調査対象外であるため参考値 

 

■産業別従業者数の推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：2012(平成 24)年調査については、農林漁業とサービス業の一部が調査対象外であるため参考値 

  

資料：経済センサス 

資料：経済センサス 
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（５）交流人口 

 2011（平成 23）年の東日本大震災の影響のほか、2013（平成 25）年の台風災害の影響

などのため一時的な減少が見られましたが、2018（平成 30）年度末に宇治川改修本体工事が

完了するなどにより 559.8 万人が訪れています。また、外国人観光客の増加等から観光消費額

も増加しています。また訪問した施設では、平等院に約 8 割の方が訪問しており、宇治地域に

一極集中しています。 

 

■宇治市観光入込客数の推移    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■外国人宿泊客数の推移            ■宇治市で訪問・利用した施設の割合（2016 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：宇治市観光入込客数統計 

5,111 4,864 4,723
3,948

5,202 5,598 5,587 5,510 5,399 5,598

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

千人

6,669 6,336 6,087 5,267

9,070
10,967 10,790

13,142 13,371 13,193

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

百万円

％ 
外国人

宿泊客数（人）

2010年 999,154

2011年 529,116

2012年 862,160

2013年 1,148,672

2014年 1,866,245

2015年 3,216,190

2016年 3,256,611

2017年 3,612,060

2018年 4,594,862

2019年 3,897,004

資料：京都府観光入込客調査 資料：宇治市観光振興計画後期アクションプラン 

■宇治市観光消費額の推移  
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２－３ 都市構造 

（１）生活サービス施設の分布状況 

 商業・医療・福祉の日常生活サービス施設は、市内一円に配置されており、各施設の徒歩圏充

足率は市街地を概ねカバーしています。現状では生活利便性が一定整っていると考えられます。    

今後、人口減少、少子高齢化の進展に伴い医療施設、商業施設の徒歩圏人口密度のますますの

低下が予想され、これらの施設の維持が困難になる恐れがあります。 

 

■医療施設（内科・外科）の徒歩圏（2014 年）   ■高齢者福祉施設の徒歩圏（2015 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■商業施設（スーパーマーケット等）の徒歩圏（2020 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※医療施設は、国土数値情報（国土交通省）

に含まれる医療機関データの全国の医療

機関（病院、診療所等）のうち診療科目が

内科、外科を含む施設を抽出。 

 

※高齢者福祉施設は、国土数値情報（国土交

通省）に含まれる福祉施設データのうち、

老人福祉施設を抽出。 

 

※商業施設は、大規模小売店舗立地法届出状

況一覧（京都府）等をもとに延床面積

1000 ㎡以上の大規模小売店舗を抽出。 

あわせて、スーパーマーケット、コンビニ

エンスストア、ドラッグストア、飲食店を

図上抽出。 
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（２）産業 

①産業全体 

  従業者数の業種別構成比を近隣自治体や京都府全体と比較すると、製造業の構成比が大きく、

製造業の集積地帯であることが分かります。生産額及び粗付加価値額を見ると、どちらも製造業

の構成比が最大となっています。また、粗付加価値額及び従業者数では、製造業、不動産業、教

育・医療・福祉、商業の構成比が約 7 割と大きく、市民生活に与える影響は大きいです。 

 また、輸移出額と輸移入額を見ると、全体では輸移出に比べて輸移入が多く、市外へ資金が流

出する構造となっていますが、製造業と情報通信は輸移入に比べて輸移出が多くなっています。 

 

■業種別従業者数（民間事業所のみ）の割合（2016 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■宇治市業種別 生産額の割合（外側）、粗付加価値額の割合（内側）（2014 年） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：宇治市産業戦略 
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■宇治市の輸移出額と輸移入額（2014（平成 26）年宇治市産業連関表を基に作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②農業 

本市の農業は、巨椋池干拓田を中心とした水稲と伝統産業である宇治茶を基幹産物として発

展しており、京都や大阪をはじめとした大消費地の都市近郊農地として、野菜や花きなど多様な

作物の生産が行われています。後継者不足等から面積、人口ともに減少傾向にある中、農業生産

基盤の整備や消費拡大に取り組んでいます。 

茶業については宇治茶のブランド力の強化や優良茶園の保全と担い手の育成などに取り組ん

でいます。 

 

■経営耕地面積（販売農家）及び農家人口 

 2005 年 2010 年 2015 年 

経営耕地面積（ha） 274 212 178 

農家人口（人） 1,114 897 660 

 

■茶園面積、茶農家数及び荒茶生産額 

 2005 年 2010 年 2015 年 

茶園面積（ha） 83.5 81.8 80.5 

茶農家数（人） 122 116 111 

荒茶生産金額（千円） 626,067 631,988 641,307 

 

 

③工業 

 本市の製造業の業種別事業所数をみると、生産機械、金属製品、食料品が多く、従業者数では、

食料品、電子・デバイス、生産機械、プラスチックの順で多く、この４業種で約５割を占めてい

ます。製造品出荷額等では、その他製造（娯楽用具・がん具製造業等）、食料品の 2 業種で全体

の約７割を占めています。粗付加価値額では、その他製造、食料品、電子・デバイスの 3 業種

で全体の約８割を占めています。 

資料：農業センサス・世界農林業センサス 

資料：京都府産茶の生産・流通状況等に関する資料 

資料：宇治市産業戦略 
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■宇治市の中分類別製造業の状況 

 事業所数・従業者数・製造品出荷額等・粗付加価値額（2018（平成 30）年） 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④商業 

本市の小売業の事業所数は、減少傾向にあり、平成 28 年経済センサスでは事業所数は 989、

従業者数は 9,322 人、年間商品販売額は 128,392 百万円となっています。 

商店主の高齢化・後継者不足、新たな店舗の出店、そして消費者ニーズの多様化など商業環境

の変化が見られます。 

■宇治市小売業の推移 

       

 

 

 

 

 

■宇治市大規模小売店舗(店舗面積：1,000 ㎡以上）の主な撤退状況と食品スーパー等の 

開店状況（2016 年以降） 

 

 

 

 

 

資料：平成 30 年工業統計調査 

資料：経済センサス—活動調査（2012 年、2016 年）、商業統計調査（2014 年） 

店舗名（撤退） 店舗面積（ｍ
2
） 店舗名（開店） 店舗面積（ｍ

2
）

イオン大久保店
（大久保サティ）

14,816 フレンドマート宇治菟道店 1,428

イトーヨーカ堂六地蔵店 13,406 スーパーマツモト宇治西店 5,123

オーレ丸山

（丸山百貨店）
2,057 マツヤスーパー伊勢田店 2,470

レインボー小倉 10,453 Ｖ・drug宇治槇島店 1,312

2012年 2014年 2016年

事業所数 1,086 1,052 989

従業者数（人） 9,677 9,865 9,322

年間商品販売額（百万円） 108,720 119,232 128,392

売場面積（ｍ2） 149,258 146,273 138,038
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